
水 道 グ ル ー プ
１　水道の指導監督　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

予算額　　１,３７０,３４８千円

決算額　　１,３６７,２２８千円
　　　　　　（特財　１,３６４,４０５千円）

(1)　水道事業の計画指導・認可

安全で良質な水の安定給水を確保するため、府内各水道事業者（上水道事業４２事業、水道用
　　　水供給事業１事業）から、拡張事業や配水管等の整備事業、水道施設の耐震化事業等の実施計画について聴取を行い、効率的に推進されるよう指導・助言を行った。

令和６年度　水道事業認可・全部譲受届の件数：４件

（2） 水道広域化の推進

大阪府水道整備基本構想（おおさか水道ビジョン）で示した府域水道の将来像を実現するため、府域一水道に向けた更なる広域化の推進に努めた。

令和６年度は、平成30年度に設置した府内全水道事業者が参画する府域一水道に向けた水道のあり方協議会において、令和５年度に策定した「大阪府水道基盤強化計画」に基づき、取組状況を確認、公表するとともに、本計画に基づく実現方策に掲げる各取組の推進のため、ワーキングによる給水装置工事事業者の指定制度における共同化等の検討や、水道事業体を対象とした、基盤強化に向けた取組みの事例等説明会を行った。
また、災害発生時における水道に関する被害等の情報を速やかに共有し、より迅速に対応できるよう、府域の全水道事業体と「大阪府域の水道災害における情報共有及び支援に関する協定」を締結し、情報伝達・応急給水訓練を実施した。
(3)　水道事業者への立入検査

令和６年度は、知事認可の全３２水道事業者に対し、立入検査を実施し水道関係法令、通知に
よる指導等の遵守状況並びに前回の立入検査の指摘事項の改善状況について確認を行い、必要な指導・助言を行った。

(4)　水道整備に対する補助金
国土交通省からの生活基盤施設耐震化等交付金を市町村等へ大阪府の補助金として交付するため、「大阪府生活基盤施設耐震化等補助金交付要綱」に基づき、水道整備事業に対する補助金（交付金）申請の内容審査、現地調査等の指導を行い、対象事業の適正な執行に努めた。
　国土交通省所管の社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）等（直接補助事業）について、国から交付事務の一部の委任を受けて、市町村等からの交付申請の内容審査、現地調査等の指導を行った。
令和６年度生活基盤施設耐震化等補助金一覧表

	補助事業者
	事　業　内　容
	補助金額
（千円）

	八尾市
	基幹水道構造物の耐震化事業
	23,899

	大東市
	基幹水道構造物の耐震化事業
	55,153

	堺市
	水道管路耐震化等推進事業
	472,010

	池田市
	水道管路耐震化等推進事業
	15,626

	吹田市
	水道管路耐震化等推進事業
	37,281

	守口市
	水道管路耐震化等推進事業
	8,193

	岸和田市
	水道管路耐震化等推進事業
	114,348

	大阪広域
水道企業団
	緊急時給水拠点確保等事業
	139,332

	
	水道管路耐震化等推進事業
	99,202

	
	水道事業運営基盤強化推進事業（広域化事業）
	160,391

	
	水道事業運営基盤強化推進事業（運営基盤強化等事業）
	231,972

	
	生活基盤施設耐震化等効果促進事業
	6,580

	合計
	
	1,363,987


(5)　専用水道・特設水道の衛生確保

令和２年度より保健所生活衛生業務の再編に伴い、保健所が実施していた立入検査を当グルー
　　　プにおいて担当している。
令和６年度は、全施設（16施設）に対して立入検査を実施し、水道関係法令、通知による指導等の遵守状況並びに前回の立入検査の指摘事項の改善状況について確認を行うとともに、原水・ろ過水・浄水を収去して水質検査を行い必要な指導・助言を行った。

(6)　水道水中微量有機物質調査の実施

「大阪府水道水質管理計画（平成29年5月改定）」に基づき、府内の水道水源及び水道水中の
未規制微量有機物質等の実態を把握し、水道水の安全確保を図るための基礎資料を得ることを目的に、大阪健康安全基盤研究所及び関係水道（用水供給）事業体の協力を得て、令和６年度は「人工甘味料（９物質）」を対象項目と実施した。

(7)　簡易専用水道等貯水槽水道の衛生確保

ビル・マンション等に設けられている貯水槽水道の適正な管理が行われるよう、保健所により「大阪府簡易専用水道管理運営指導実施要綱」、「大阪府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領」に基づき施設への立入指導やパンフレット配付などを行い、衛生的な水道水の供給の確保に努めた。

(8)　飲用井戸の衛生確保

飲用井戸の利用による健康被害を防止するため、「大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領」に基づ
き、保健所により施設への立入指導やパンフレット配付などを行い飲用井戸の適正な利用の確保に
努めた。
トリクロロエチレン等の有害物質が検出された場合は、「大阪府地下水質保全対策要領」に基づ
き、「汚染井戸周辺地区調査」を実施し、汚染井戸周辺の家庭用井戸利用者に対して井戸利用状況調査・水質検査等衛生確保対策を実施している。

(9)　水道水質検査外部精度管理

正確で信頼性の高い検査結果が常に得られるよう水道水質検査精度の向上を図ることを目的に、大阪健康安全基盤研究所及び関係水道事業体等の協力を得て、令和６年度は「ホウ素及びその化合物」、「1,4-ジオキサン」を対象項目として実施した。

(10) 耐塩素性病原微生物クリプトスポリジウム対策

クリプトスポリジウムによる水道水の安全対策を確保するため、令和元年５月に改正された｢水
道施設の技術的基準を定める省令｣及び「水道水におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基
づき、各水道事業体に対し、浄水濁度を0.1度以下に維持できるろ過設備又はクリプトスポリジウム等を不活化できる紫外線処理設備の整備と、ろ過池出口の水の濁度管理等、クリプトスポリジウムの汚染防止対策の徹底について指導を行った。

(11) 専用水道、簡易専用水道等の事務移譲等

大阪府では、大阪発“地方分権改革”ビジョンに基づき市町村への水道法及び特設水道条例の事務移譲を進めてきたが、平成２５年４月に水道法が改正され、専用水道、簡易専用水道の指導・監督の業務が市に移譲された。このことに伴い、水道法に係る事務は町村域のうち、忠岡町及び熊取町に移譲しており、府特設水道条例に係る事務については、市域を対象として移譲を進めている。令和６年度の事務処理件数は以下のとおりとなっている。また、移譲市町を対象に連絡会議の実施により円滑な事務移譲に努めた。

令和６年度水道法に係る事務処理件数
	権限移譲市町
	処理件数

	熊取町
	16


令和６年度特設水道条例に係る事務処理件数

	権限移譲市町
	処理件数

	吹田市
	3

	高槻市
	6

	茨木市
	10

	四條畷市
	10

	交野市
	6



  (12) 災害時生活用水確保等事業

大規模地震等の災害時に既存の井戸等を有効活用し、生活用水を確保することを目的とした「災害時協力井戸」について、ホームページ等において、広報を行い、登録、利用方法等、事業の周知に努めた。

なお、「災害時協力井戸」登録事業については、平成２５年度の水道法の改正に伴い事業を実施していない大阪市、堺市、東大阪市、高槻市を除く市域について本事業の移譲を順次進め、平成３０年度までに移譲が完了した。高槻市については令和７年３月より登録事業を開始しており、大阪市、堺市、東大阪市以外の市で事業が行われている。

○根拠法令
水道法
大阪府特設水道条例
生活基盤施設耐震化等交付金交付要綱
簡易水道等施設整備費国庫補助金交付要綱
熊取町の事務処理件数は、専用水道、簡易専用水道、特設水道の合計件数


忠岡町は権限移譲済みであるが、処理件数が0件








権限移譲済みであるが、処理件数が0件であった市町


堺市、岸和田市、豊中市、池田市、泉大津市、貝塚市、守口市、枚方市、八尾市、泉佐野市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町











